
  

第2部  厚生行政の現状
第9章  最低生活の保障はどうなっているか
第1節  生活保護制度の概要
1  生活保養の基本的な考え方

経済の成長にささえられた国民生活の全般的向上と社会保険を初めとする社会保障諸施策の拡充によっ
て,いわゆる貧困の発生原因はかなり限られた姿となっていくともいわれている。

しかし,人間生活が本来きわめて多様なものであって貧困の発生を予防的措置だけで防止することが困難
であること,また,貧困と名づけるべき生活程度がそれぞれの社会発展の段階で相対的に決められ変化して
いく性格のものであることを考えるとき,近代的な社会保障制度の体系において,生活に困窮する国民に対
する最低限度の生活の保障を直接の目的とする生活保護制度はいぜんとして重要な役割を果たしてい
る。

わが国における生活保護制度の基本的法制である生活保護法においては,生活保護の基本原理として次の
ような規定が置かれている。

(1) 生活保護は,国の責任において行なわれている最低限度の生活保障であること。

(2) 国民には,法律に定める要件を満たすかぎり無差別平等に保護を請求する権利があること。

(3) 生活保護制度によって保障される最低限度の生活は,健康で文化的な生活水準のものでなければ
ならないこと。

(4) 生活保護は,生活困窮者がその利用しうる資産・能力その他あらゆるものを最低限度の生活の維
持のために活用することを要件として行なわれるものであり,扶養義務者の扶養や他の法律に定める
扶助は,すべて生活保護に優先すべきものであること。 

これらの原理のうち,(3)については,生活保護が,厚生大臣の定める基準により測定した要保者の生活需要
のうちその者の収入や資力で満たすことのできない不足分を補うという方法で実施されているところが
ら,のちに述べるように,保護の基準がどの程度に定められるかということが問題になるわけである。生活
保護法に基づく保護基準は,単に生活保護制度運営上の基準となるだけでなく,直接間接に社会保障諸施策
の水準に関連するものであり,ひいては,国民生活に対する国の施策の考え方の基底となるものとして,きわ
めて重大な影響を及ぼしているとみることができる。

次に,(4)に示される原理は,「保護の補足性」とよばれるもので,今日の社会において,生活維持におけるい
わば自己責任の原理が要請されている以上,当然の原理である。また,他の法律や施策が生活保護制度に優
先すべきであるという原理は,要保護者がそれを活用すべきであるという要請と同時に,国の施策のなかで
生活保護制度のしめるべき位置を明らかにしているものである。生活保護制度が,社会保障諸制度のなか
でも最終的な施策手段であることは,救貧制度本来の機能からいっても当然のことであろう。また,このこ
とは,たとえば,老人福祉法の制定,精神衛生,結核予防施策などの充実その他によって,老人対策なり特殊疾
病医療の面で生活保護制度の役割が相対的に縮小された例からもわかるように,現に,国の施策の方向を規
定しているのである。
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2  生活保護の実施機関

生活保護制度の運用実施に当たっては,国の事務を地方公共団体に委任して行なうというたてまえから,
個々の生活困窮者に対する具体的な保護の実施は,その者の居住地を管轄する福祉事務所(昭和40年3月現
在1,040か所)を通じて行なわれている。

保護の開始は,要保護者の申請に基づいて行なわれることになっている(申請保護の原則)が,その決定実施
にあたっては,収入・資産・扶養義務者の調査などの種々の困難性を伴う事務を必要とする。また,生活保
護は,扶助費としての金銭や物品を支給したり,医療扶助の場合のように診療をあらかじめ指定された医療
機関に委託するといったかたちで行なわれるが,生活困窮者の最低生活保障が同時にその自立の助長につ
ながることからも,生活保護の実施にあたっては,保護受給世帯についてケースワークとしての生活上の指
導や助言が不可欠となってくる。このため,生活保護の行政事務にたずさわる職員については,社会福祉主
事としての一定の資格が要請されることとなっている。こうした現業職員の養成訓練も,生活保護制度の
運営目的を達成するうえで見のがしてはならない課題となっている。
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3  保護基準
(1)  保護基準の意義

保護基準は,要保護者の最低生活のための需要の大きさをきめるものさしであり,生活保護制度が保障する
最低生活とは,この保護基準により測定された生活水準にほかならない。国民に保障される最低限度の生
活の水準は固定的な最低生存維持水準として考えられるべきものではなく,一般国民生活の向上や文化の
発展,国民経済の進展などに伴って,絶えず進展向上すべき相対的なものと考えられている。保護基準は厚
生大臣が定めることとなっているが,現在保護基準の算定方式としてエンゲル方式が採用されている。こ
の方式は,次に述べるようにエンゲルの生活法則を利用した最低生活費の算定方式であるが,国民生活の推
移向上や消費構造の変化などに即応して基準の引上げを可能ならしめうるよう措置されている。
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3  保護基準
(2)  保護基準の現状と推移

現在の保護基準の算定にあたっては,まず飲食物費について,栄養所要量を考慮し,これを国民栄養調査その
他の実態調査の結果をもとに科学的合理的に計算する。次に,この飲食物費を現実の消費生活において支
出している一般勤労者世帯の実態生計上のエンゲル係数(消費支出総額にしめる飲食物費の比率)を利用し
て家計費の総額を求めたうえ,生活保護制度上生活扶助基準に相当する金額を算定するものである。

保護基準は,生活の態様や需要の性質に応じて7種類の扶助別に設定されているが,これらの基準のうち,そ
の中核をなすのが生活扶助基準である。これは,日常生活におけるいわゆる衣食の最低生活の需要を充足
するための扶助であり,21年制度発足以来40年度までに21回(補正を除く。)に及ぶ改定がなされてきてい
る。特に,36年度以降は,毎年度大幅な改善が行なわれており,第2-9-1表によってもわかるように,35年度か
ら40年度までの5年間に2倍以上の伸びを示し,被保護家庭の生活水準の急速な向上をもたらした。

第2-9-1表 35年度以降における生活扶助基準の推移

このような急激な上昇をみたのは,一つには,最低生活費に関する国民一般の理解と認識の高まりにもよる
のであるが,他面,経済の成長に伴う所得水準の向上や消費者の生活態度の変化などによって国民生活が急
速に向上進展したことと相互関連しているといえる。しかしながら,生活扶助基準の逐年の大幅な改善が
行なわれ,被保護世帯の生活水準(消費水準)と一般世帯の生活水準との格差が縮小しつつあるとはいって
も,第2-9-2表に見られるごとく,いぜんとして被保護世帯の生活水準は一般世帯のそれに比べて50%以下
に停滞している現状である。

第2-9-2表 勤労者世帯と被保護世帯の生活費の比較(東京都の場合)
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このような条件下にあって40年度予算の要求にあたって,厚生大臣から社会福祉審議会生活保護専門分科
会に対し,あらためて生活保護水準の考え方について意見を求め,39年12月16日に当面の保護水準改善の方
向として中間報告がなされた。報告の骨子は,消費水準の階層間格差の縮小という一般的傾向が認められ
る現状において,自力では経済的繁栄の恩恵に浴しえない被保護階層においては相対的貧困感が強まりつ
つあるので,保護水準は,被保護階層に隣接する低所得階層の動向とにらみ合わせて改善する必要があると
しており,現状では消費水準上昇の度合いは低所得層におけるほど大きい実績を示しているので,保護水準
改善の程度もこれに遅れることのないよう今後の国民生活の動向を注視していくべきであるとしてい
る。もちろん,これは文字通り中間報告であって,今日社会保障制度の中で生活保護制度がにないつつある
役割なり,将来機能すべき分野等の問題をはじめ,現実に生活保護制度によって最低生活を保障されつつあ
る被保護世帯のあり方を社会構造全体としては握し解決していくことの課題が残されているが,従来とか
く生活保護制度によって保障する最低生活が単に微視的側面からのみ論じられがちであったのに対して,
巨視的視点からの接近を試みている点でこの中間報告のもつ意義は大きい。
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4  保護の種類と方法

最低生活の保障は,要保護者の日常生活上のすべての需要を包含するものでなければならない。生活保護
制度においては,これをその需要の態様,性質などに応じ,生活・教育・住宅・医療・出産・生業・葬祭の7
種類の扶助としてとらえ,それぞれについて基準額を設けているのである。

このうち,生活扶助については,衣食その他の日常生活の需要を満たすために必要なもの(飲食物費,被服お
よび身回品費,家具じゅう器費,保健衛生費,光熱費,教養娯楽費等)の費用について,要保護者の年齢階級別,性
別,世帯構成別,所在地域別などに区分され,それぞれの額の組合わせによって個々の世帯の扶助基準額(保
護の要否・程度を決めるものさし)が決定される仕組みになっている。しかし,妊産婦や身体障害者,母子世
帯など特別の生活条件のもとに暮している人々の生活需要については,一定の加算額が設けられており,ま
た,稼働者については,その勤労に伴う必要経費として勤労の態様により,基礎控除,勤勉控除など各種の控
除制度が設けられ,全体として生活実態に即して実質的に平等の水準の保護が行なわれるよう定められて
いる。生活扶助は,原則として居宅において金銭給付で行なわれ,1か月分の金額を世帯主に前渡しする方
法がとられている。

教育扶助は,義務教育に伴って,要保護世帯の児童,生徒が必要とする教科書や学用品,学校給食,通学用品そ
の他の必要経費について学年別,男女別,所在地域別の基準額に基づいて扶助するものであって,原則として
金銭給付により行なわれるものである。

なお,高校以上の学校において就学する場合であっても,被保護世帯の自立助長に特に役だつと認められる
場合には一定の条件のもとに生活保護を受けながらその就学することを認めることとされているが,この
場合は教育扶助の対象とはしないこととされている。

住宅扶助は,住居費(家賃・間代等の利用料)および補修費その他住宅維持のために必要な費用につき扶助
されるもので,世帯人員別,所在地域別に一般的な基準額が定められているが,これについては,特に今日の
住宅事情を考慮して,第二種公営住宅の家賃までは全額支給できるように大幅な特別基準を設定してい
る。住宅扶助の方法は,原則として金銭給付により世帯主に交付することにより行なわれている。

医療扶助は,国民健康保険の診療方針および診療報酬に準じて,医療機関において診療や薬剤,治療材料など
の給付を行なうのを原則としているものであって,7種類の扶助中で大きな比重をしめ,保護に要する経費
の約半分はこれによってしめられていることは,単に生活保護制度の面からのみでなく,医療保障制度全体
の問題として注目すべき問題である。

出産扶助は,分べんの介助,分べん前後の処置および衛生材料を給付の範囲として基準額を所在地域別に定
め,原則として金銭給付により本人に給付するたてまえをとっているのである。

生業扶助は,自立の見込みのある要保護者に対し,生業のための資金・器材,技能の修得および就労に必要な
施設の供用,就職支度などをその範囲としており,原則として金銭給付により本人に交付する方法をとるも
のである。葬祭扶助は,死体の検案や運搬・火葬その他葬祭に必要な費用に関して,大人・小人別,地域別の
基準額を設け,原則として金銭給付により葬祭を行なう者に交付することとされている。

以上のことからもわかるように,生活扶助,教育扶助,住宅扶助以外の扶助は,一時的臨時的な最低生活の需
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要に対応するものであるから,現実の保護水準を一般的な基準額によっておおむね判断しようとする場合
は,通常,生活・住宅・教育の各扶助基準の合計額によってみることが適当である。なお,エンゲル方式によ
る生活扶助基準額算定の根拠となる標準4人世帯については,この世帯が本来有業人員1人のいわゆる稼働
世帯であることからして第2-9-3表のごとく,少くともさらに勤労控除中の基礎控除を合算した額以上を保
護水準と考えるべきであろう。

第2-9-3表 最低生活費の具体的事例
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5  保護施設

被保護者を収容してそれぞれの扶助を行なうための保護施設は,救護・更生・宿所提供・授産および医療
保護の5種類あり,その設置主体は,都道府県,市町村,社会福祉法人および日本赤十字社に限られている。こ
れら施設の状況は,第2-9-4表のとおりで,救護施設を除き毎年減少の傾向にある。これは,最近における他
法による諸施設の拡充整備に伴って,社会福祉施設のなかで保護施設が果たすべき役割の方向づけの一面
を示しているものといえよう。現在収容保護を受けている者のなかにも他法によって措置すべきものが
含まれており,39年度においては,救護施設のうち主として精神薄弱者を収容している施設を,精神薄弱者福
祉法による援護施設に移換(13施設,992人)した。今後とも,現に収容保護を受けている者はもちろん,施設
保護の対象者についてその実態を十分は握し,それぞれの者に適応した施設に収容して保護の効果をあげ
るとともに,施設収容者の実態からみて,特に更生・宿所提供施設を中心に施設のあり方を再検討し,保護施
設としての機能を効果的に発揮できるよう必要な措置を講じなければならない。

第2-9-4表 種類別保護施設数および取扱い人員
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1  被保護世帯および人員
(1)  被保護人員

生活保護を受けている人員は,昭和35年度(1か月平均163万人)以降増加傾向を示し,38年度1か月平均では
174万人,保護率は,人口1,000人当たり18人に達した(第2-9-5表参照)。

これを地域別に見ると,産炭地域(北九州・北海道)および農山漁村地域(東北・山陰・四国・南九州)におい
て増加傾向が見られ,しかも,その地域における保護率も高くなっている。特に産炭地域においては,石炭産
業の不況の影響を受け,36年10月より38年10月まで全国の被保護人員の伸びが6%であるのに対し,産炭地
域では38%と増加が著しく,不況の影響を如実に示している。しかし,その反面大都市およびその周辺地区
など,非一次産業化率の高い地域に横ばいないし減少傾向が見られる(第2-9-6表,第2-9-7表参照)。

第2-9-5表 被保護世帯人員,保護率,各扶助人員の動き

第2-9-6表 地域別被保護人員と保護率の推移
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第2-9-7表 産炭地域における被保護人員
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第2節  保護の動向
1  被保護世帯および人員
(2)  医療扶助人員

扶助の種類別に見ると被保護人員全体の動きとほぼ同様な傾向であるが,医療扶助のみは,毎年大幅な増加
の傾向を示している。これを特定病類別に見ると,結核は,新薬の発見などによる減少に加えて,36年度に結
核予防法の一部改正が行なわれ,被保護患者の同法への移し替えが行なわれた結果,医療扶助による結核入
院患者は,35年度の月平均9万人から38年度では3万人と約1/3に減少し,39年度においてもこの傾向が特続
されつつある。これに対し,精神病については,36年度精神衛生法の一部改正に伴う施策の拡充による一部
患者の同法への移し替えが行なわれた結果,37年度には一時的に減少したが,それにもかかわらず,一方,精
神病対策が進み,精神病患者の新規発見が多くなるとともに,精神病入院患者が著しく増加した結果,医療扶
助による精神病入院患者は増加傾向を続けている。また,結核・精神病以外の入院ならびに入院外の人員
も近年著しい増加傾向を示しているため,総体としても医療扶助人員は著しい増加傾向を示し,今後の動向
が注目される(第2-9-8表参照)。

第2-9-8表 入院・入院外別医療扶助人員
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第2部  厚生行政の現状
第9章  最低生活の保障はどうなっているか
第2節  保護の動向
1  被保護世帯および人員
(3)  開始・廃止世帯

38年度における保護の開始および廃止の状況を見ると,1か月平均約2万2,000世帯が,それぞれ開始又は廃
止している。開始・廃止の理由を見ると,第2-9-9表および第2-9-10表のとおり,開始では,過半数の世帯が
世帯主又は世帯員の傷病を理由としており,廃止では,傷病の治ゆを理由とするものが,約25%にすぎず,死
亡を加えても35%にとどまる。

第2-9-9表 保護開始世帯の理由別構成

第2-9-10表 保護廃止世帯の理由別構成

このことは,いったん,被保護階層に転落するような傷病に襲われたならば,その傷病が治ゆしても,容易に
は被保護階層を脱しえないという事情を物語っている。
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第2部  厚生行政の現状
第9章  最低生活の保障はどうなっているか
第2節  保護の動向
1  被保護世帯および人員
(4)  被保護世帯の構造

被保護世帯の構成人員の年齢別構成を見ると,第2-9-11表のとおり,0～14歳,15～39歳までの階級は,年を
おって減少傾向にある。これに反し,40～59歳階級,60歳以上階級の中高年齢層および高年齢層は,年々増
加を示している。これを一般世帯と比較すると,0～14歳階級および60歳以上階級の子供と高齢者のしめ
る割合は,一般世帯38%に対し保護世帯57%と多く,しかも15～39歳階級のしめる割合が,被保護世帯は,一
般世帯の半分以下となっている。このことは,新規中卒者等稼得能力のあるものは大都市に流出し,残存家
庭は稼働力の少ない年齢層が被保護階層に沈殿しているものといえよう。また,このことは,第2-9-12表の
とおり世帯類型の面から見て,高齢者世帯,母子世帯のしめる割合が,一般世帯の4%に対し,被保護世帯では
39%をしめていることからも明らかである。

第2-9-11表 年齢別被保護世帯員の構成

第2-9-12表 世帯の世帯類型別構成
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次に,被保護世帯の稼働状況を見ると,第2-9-13表のとおり,稼働世帯の被保護世帯にしめる割合は,35年度
の55%が,38年度では51%と年々減少している。稼働世帯の状況を見ると,第2-9-14表のとおり稼働世帯の
うち不完全就業者のいる世帯は,最近数年間は微増傾向にあるとみられ,また,就業者のうち不完全就業者の
しめる割合は,36年の24%から38年には34%と増加し,しかも,不完全就業者のうち傷病などを理由として
現状を維持するしかないものは,36年で76%,38年で79%をしめでいる。このことは,生活保護制度が労働
能力喪失者に対する最低生活の保障という生活保護本来の機能に徐々ではあるが漸次向いつつあること
を意味する。しかしながら,いぜんとして多くの者が,稼働しながら被保護階層のなかにとどまっているこ
とは,今後の問題点とされるであろう。

第2-9-13表 労働力類型別被保護世帯の構成

第2-9-14表 被保護世帯の不完全就業者の状況

厚生白書（昭和39年度版）



  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和39年度版）



  

第2部  厚生行政の現状
第9章  最低生活の保障はどうなっているか
第2節  保護の動向
2  費用

生活保護費は,生活保護法に基づいて地方公共団体が支弁する扶助費(7種の扶助費),保護施設の事務費なら
びに同法の施行に要する行政事務費に対して,国がその8/10(行政費のみ1/2～1/3)を負担するものであり,
その額も近年における保護基準の改定および医療費の増高に伴い逐年増加し,39年度予算額は932億円と
なり,地方公共団体の負担分(2割)を合わせると1,170億円をこえるものとなっている。この予算額は,一般
会計予算の2.8%,社会保障関係費の21%,厚生省予算の23%をしめており,わが国の社会保障制度のなかに
大きな比重をもっている(第2-9-15表参照)。

第2-9-15表 生活保護費の予算額の推移

また,39年度扶助費予算額は,917億円で,そのうち医療扶助費が448億(49%),生活・住宅・教育扶助費で457
億(50%)で,生活保護の開始原因において医療を原因とする比率の増加傾向からして,今後医療扶助費が生
活保護費にしめる割合が大きくなるものと考えられる(第2-9-16表参照)。

第2-9-16表 39年度生活保護費扶助別予算額
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また生活保護費は,扶助人員の増加等により予算額に不足が生ずる場合は,補正予算が計上され,予算額の面
から保護の決定が左右されることのないよう措置されている。
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